
	
問　農地課 整備係 ☎0965-52-5855氷川町小災害復旧事業補助金について

令和7年8月豪雨により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。
今回の豪雨被害で被害を受けた農地の所有者または耕作者に対して、農地の原形復旧に要した経費の一部
を支援する補助金を創設しました。
▶ 対象者　令和7年8月豪雨により被害を受けた農地（耕作放棄地、家庭菜園を除く）を氷川町内に所有
　　　　　 または耕作し、自身で原形復旧（災害前の形に戻すこと）しようとする人で、町税などを滞納
　　　　　 していない人
▶ 補助対象経費　令和7年8月豪雨により被害を受けた農地の原形復旧に要した経費（消費税相当額を
　　　　　　　　 除いた金額）。ただし、他に補助金、交付金などの交付を受けるものは除く。
　　　　　　　　 内容については、農地課へご相談ください。
※1箇所の工事（同一工種で150m以内の間隔で連続しているものは1箇所とみなす）につき、対象経費40
　万円（消費税相当額を除いた金額）を上限とします。40万円を超えた金額は、自己負担となります。
▶ 補助金額　補助対象経費×90%（千円未満切捨て）
※1箇所の工事につき、補助金額36万円を上限とし1回限りの交付とします。
▶ 必要書類　①被害を受けた農地の被災状況が分かる写真および位置図
　　　　　　 ②被害を受けた農地の復旧作業後の写真　　③対象経費が分かる書類（領収書など）
　　　　　　 ④暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書　⑤その他町長が必要と認める書類
▶ 申請受付　受付場所：氷川町役場農地課
　　　　　 　受付時間：8時30分～17時（土日祝日、年末年始の閉庁期間を除く）
　　　　　　 受付期間：3月31日㊋まで

	
問　建設下水道課 住宅係 ☎0965-52-5862町営住宅の補充入居者募集

町営住宅に空室が出た場合に備えて、入居予定者を募集します。
募集要項や申込書は、町のホームページからもダウンロードできます。
詳しくはお問い合わせください。
▶ 申込資格　①同居親族がいること　②税などを滞納していないこと
　　　　　　 ③世帯所得が月額15万8千円以下であること
　　　　　　 ※障がいのある人など、申込資格が緩和されることがあります
▶ 申込期間　1月16日㊎まで　▶ 入居予定有効期間　令和8年4月1日㊌から令和8年9月30日㊌まで
▶ 申込先　建設下水道課住宅係または宮原振興局地域振興課
▼ 住宅概要

ホームページ

団地名 野津団地 若葉団地 桜ケ丘団地

所在地 北野津 （野津1353番地） 今 （今215番地1） 桜ケ丘 （宮原1176番地75）

住宅概要
平成6～8年度建設
木造2階建
3LDK 約74㎡

平成15年度建設
耐火構造 オール電化
3DK 約80㎡

昭和57年度建設
簡易耐火構造2階建
3DK 約61㎡

家賃月額 17,800円～38,600円 26,900円～53,300円 13,500円～30,600円
共益費 300円 2,000円 なし
駐車場月額 500円 （1台目）、2,000円 （2台目）

	
問　福祉課 福祉係 ☎0965-52-5852特別障害者手当等の改定について

対象者

障害児福祉手当
　　  16,100円

身体や精神に重度の障がいがあるため、日常生活で常に介護が必要な状態に
ある20歳未満で在宅の人

特別障害者手当
　　  29,590円

身体や精神に著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常に特別な介護が
必要な状態にある20歳以上で在宅の人

特別児童扶養手当
     1級：56,800円
     2級：37,830円

身体や精神に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護または養育し
ている人

※施設入所中など対象外になる場合があります。詳細は、町ホームページをご確認ください。

	
問　福祉課 介護保険係 ☎0965-52-5852障害者控除対象者の認定書

障害者手帳をお持ちでなくても、65歳以上の要介護認定者で一定の要件を満たす場合、障害者控除の対象
となります。控除を受けるためには申請が必要です。対象と認定されると、税の申告の際に「障害者控除」
または「特別障害者控除」を受けることができます。

認定の対象者 以下のいずれかに該当する人
※令和7年12月31日現在（年の途中に死亡した場合はその日）を基準日とします

対象者 条件 （要介護認定区分と基準を両方満たすこと）
要介護認定区分 基準

障害者控除対象者 要介護1・2・3

障害高齢者の日常生活自立度 「B1」、「B2」、
「C1」または 「C2」に該当する人

認知症高齢者の日常生活自立度 「Ⅲa」、「Ⅲb」、
「Ⅳ」または 「M」に該当する人

特別障害者控除対象者 要介護4・5

申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
※すでに障害者手帳などを持っている人や、非課税の人は申請する必要はありません。

　　　　企業版ふるさと納税

イートジャパン株式会社
企業版ふるさと納税制度を活用して、本町へ寄附され
ました。本町の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」に
基づく地方創生の事業に活用させていただきます。（東京都中央区）

株式会社フロンティアコンサルティング
（東京都千代田区）
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